
平
成
四
年
総
理
府
令
第
五
十
三
号

自
動
車
か
ら
排
出
さ
れ
る
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
特
定
地
域
に
お
け
る
総
量
の
削
減
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則

自
動
車
か
ら
排
出
さ
れ
る
窒
素
酸
化
物
の
特
定
地
域
に
お
け
る
総
量
の
削
減
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
号
）
第
七
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
自
動
車
か
ら
排
出
さ
れ
る
窒
素
酸
化
物
の
特
定
地

域
に
お
け
る
総
量
の
削
減
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
窒
素
酸
化
物
の
総
量
の
算
定
）

第
一
条
　
自
動
車
か
ら
排
出
さ
れ
る
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
特
定
地
域
に
お
け
る
総
量
の
削
減
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
二
項
第
三
号
の
総
量
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る

資
料
を
用
い
て
、
大
気
汚
染
予
測
手
法
に
よ
り
窒
素
酸
化
物
対
策
地
域
に
お
け
る
窒
素
酸
化
物
の
排
出
と
二
酸
化
窒
素
の
濃
度
と
の
定
量
的
な
関
係
を
推
定
し
、
当
該
窒
素
酸
化
物
対
策
地
域
の
二
酸
化
窒
素
の
濃
度
が
二
酸
化
窒
素

に
係
る
大
気
環
境
基
準
を
確
保
す
る
濃
度
と
な
る
場
合
に
当
該
窒
素
酸
化
物
対
策
地
域
に
お
い
て
大
気
中
に
排
出
さ
れ
る
窒
素
酸
化
物
の
総
量
と
な
る
よ
う
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
風
向
、
風
速
等
の
気
象
条
件

二
　
自
動
車
の
交
通
量
等
窒
素
酸
化
物
の
発
生
源
の
状
況

三
　
窒
素
酸
化
物
の
排
出
状
況

四
　
窒
素
酸
化
物
対
策
地
域
に
影
響
を
及
ぼ
す
当
該
窒
素
酸
化
物
対
策
地
域
外
に
お
け
る
窒
素
酸
化
物
の
発
生
源
の
状
況
及
び
排
出
状
況

五
　
二
酸
化
窒
素
に
よ
る
大
気
汚
染
の
状
況

六
　
そ
の
他
総
量
の
算
定
に
必
要
な
事
項

２
　
前
項
の
大
気
汚
染
予
測
手
法
は
、
大
気
汚
染
物
質
の
拡
散
に
関
す
る
理
論
式
及
び
窒
素
酸
化
物
の
二
酸
化
窒
素
へ
の
変
換
に
関
す
る
経
験
式
等
に
基
づ
い
て
電
子
計
算
機
を
利
用
し
て
計
算
を
行
う
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
窒
素
酸
化

物
の
排
出
と
二
酸
化
窒
素
に
よ
る
大
気
の
汚
染
と
の
関
係
を
定
量
的
に
明
ら
か
に
す
る
手
法
で
あ
っ
て
、
当
該
手
法
を
用
い
て
推
定
さ
れ
る
大
気
の
汚
染
と
実
測
さ
れ
た
大
気
の
汚
染
と
を
照
合
し
て
相
当
程
度
適
合
し
て
い
る
こ
と

が
確
認
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
粒
子
状
物
質
の
総
量
の
算
定
）

第
二
条
　
法
第
九
条
第
二
項
第
一
号
及
び
同
項
第
三
号
の
原
因
物
質
を
粒
子
状
物
質
に
換
算
し
た
総
量
は
、
粒
子
状
物
質
対
策
地
域
に
お
け
る
各
原
因
物
質
の
排
出
量
に
当
該
粒
子
状
物
質
対
策
地
域
に
お
い
て
当
該
各
原
因
物
質
の
排

出
が
原
因
と
な
っ
て
生
成
す
る
浮
遊
粒
子
状
物
質
の
当
該
粒
子
状
物
質
対
策
地
域
に
お
け
る
浮
遊
粒
子
状
物
質
の
濃
度
に
占
め
る
寄
与
の
程
度
を
基
礎
と
し
て
算
出
し
た
係
数
を
乗
じ
る
こ
と
に
よ
り
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
九
条
第
二
項
第
三
号
の
総
量
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
資
料
を
用
い
て
、
大
気
汚
染
予
測
手
法
に
よ
り
粒
子
状
物
質
対
策
地
域
に
お
け
る
粒
子
状
物
質
及
び
各
原
因
物
質
の
排
出
と
浮
遊
粒
子
状
物
質
の
濃
度

と
の
定
量
的
な
関
係
を
推
定
し
、
当
該
粒
子
状
物
質
対
策
地
域
の
浮
遊
粒
子
状
物
質
の
濃
度
が
浮
遊
粒
子
状
物
質
に
係
る
大
気
環
境
基
準
を
確
保
す
る
濃
度
と
な
る
場
合
に
当
該
粒
子
状
物
質
対
策
地
域
に
お
い
て
大
気
中
に
排
出
さ

れ
る
粒
子
状
物
質
の
総
量
と
各
原
因
物
質
の
総
量
（
各
原
因
物
質
の
排
出
量
を
前
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
粒
子
状
物
質
の
総
量
に
換
算
し
た
も
の
を
い
う
。
）
を
合
算
し
た
量
と
な
る
よ
う
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
風
向
、
風
速
等
の
気
象
条
件

二
　
自
動
車
の
交
通
量
等
粒
子
状
物
質
及
び
各
原
因
物
質
の
発
生
源
の
状
況

三
　
粒
子
状
物
質
及
び
各
原
因
物
質
の
排
出
状
況

四
　
粒
子
状
物
質
対
策
地
域
に
影
響
を
及
ぼ
す
当
該
粒
子
状
物
質
対
策
地
域
外
に
お
け
る
粒
子
状
物
質
及
び
各
原
因
物
質
の
発
生
源
の
状
況
及
び
排
出
状
況

五
　
浮
遊
粒
子
状
物
質
に
よ
る
大
気
汚
染
の
状
況

六
　
そ
の
他
総
量
の
算
定
に
必
要
な
事
項

３
　
前
項
の
大
気
汚
染
予
測
手
法
は
、
大
気
汚
染
物
質
の
拡
散
に
関
す
る
理
論
式
及
び
各
原
因
物
質
の
浮
遊
粒
子
状
物
質
へ
の
変
換
に
関
す
る
経
験
式
等
に
基
づ
い
て
電
子
計
算
機
を
利
用
し
て
計
算
を
行
う
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
粒
子

状
物
質
及
び
各
原
因
物
質
の
排
出
と
浮
遊
粒
子
状
物
質
に
よ
る
大
気
の
汚
染
と
の
関
係
を
定
量
的
に
明
ら
か
に
す
る
手
法
で
あ
っ
て
、
当
該
手
法
を
用
い
て
推
定
さ
れ
る
大
気
の
汚
染
と
実
測
さ
れ
た
大
気
の
汚
染
と
を
照
合
し
て
相

当
程
度
適
合
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
種
自
動
車
）

第
三
条
　
自
動
車
か
ら
排
出
さ
れ
る
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
特
定
地
域
に
お
け
る
総
量
の
削
減
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
四
年
政
令
第
三
百
六
十
五
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
六
号
の
環
境
省
令

で
定
め
る
自
動
車
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
と
す
る
。

一
　
散
水
自
動
車

二
　
広
告
宣
伝
用
自
動
車

三
　
霊
き
ゅ
う
自
動
車

四
　
医
療
防
疫
用
自
動
車

五
　
タ
ン
ク
自
動
車

六
　
警
察
自
動
車

七
　
救
急
自
動
車

八
　
消
防
自
動
車

九
　
高
所
作
業
自
動
車
そ
の
他
の
作
業
用
自
動
車

十
　
ク
レ
ー
ン
自
動
車

十
一
　
身
体
障
害
者
輸
送
自
動
車

十
二
　
ふ
ん
尿
自
動
車
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十
三
　
塵
芥
自
動
車

十
四
　
清
掃
自
動
車

十
五
　
キ
ャ
ン
ピ
ン
グ
自
動
車

十
六
　
コ
ン
ク
リ
ー
ト
・
ミ
キ
サ
ー
自
動
車

十
七
　
販
売
自
動
車

十
八
　
冷
蔵
冷
凍
自
動
車

十
九
　
教
習
用
自
動
車
（
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
九
十
九
条
第
一
項
の
指
定
自
動
車
教
習
所
が
専
ら
自
動
車
の
運
転
に
関
す
る
技
能
の
教
習
の
用
に
供
す
る
自
動
車
を
い
う
。
）

二
十
　
そ
の
他
構
造
、
装
置
及
び
用
途
が
前
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
に
類
す
る
自
動
車

（
窒
素
酸
化
物
排
出
基
準
等
）

第
四
条
　
法
第
十
二
条
第
一
項
の
窒
素
酸
化
物
排
出
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
次
号
に
掲
げ
る
自
動
車
以
外
の
自
動
車
　
別
表
第
一
に
掲
げ
る
自
動
車
排
出
窒
素
酸
化
物
の
量
の
許
容
限
度

二
　
乗
用
自
動
車
（
令
第
四
条
第
五
号
に
規
定
す
る
乗
用
自
動
車
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
特
種
自
動
車
（
令
第
四
条
第
六
号
に
規
定
す
る
特
種
自
動
車
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
人
の
運
送
の
用
に

供
す
る
乗
車
定
員
十
一
人
未
満
の
も
の
　
別
表
第
二
に
掲
げ
る
自
動
車
排
出
窒
素
酸
化
物
の
量
の
許
容
限
度

２
　
法
第
十
二
条
第
一
項
の
粒
子
状
物
質
排
出
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
次
号
に
掲
げ
る
自
動
車
以
外
の
自
動
車
　
別
表
第
三
に
掲
げ
る
自
動
車
排
出
粒
子
状
物
質
の
量
の
許
容
限
度

二
　
乗
用
自
動
車
及
び
特
種
自
動
車
の
う
ち
人
の
運
送
の
用
に
供
す
る
乗
車
定
員
十
一
人
未
満
の
も
の
　
別
表
第
四
に
掲
げ
る
自
動
車
排
出
粒
子
状
物
質
の
量
の
許
容
限
度

（
届
出
の
方
法
等
）

第
五
条
　
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
新
設
の
届
出
は
、
当
該
新
設
を
す
る
者
が
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
二
人
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
者
の
全
部
又
は
一
部
が
共
同
し
て
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

２
　
法
第
二
十
条
第
一
項
第
六
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

二
　
荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積

３
　
法
第
二
十
条
第
一
項
第
七
号
の
自
動
車
排
出
窒
素
酸
化
物
等
の
総
量
の
予
測
の
算
定
方
法
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
自
動
車
排
出
窒
素
酸
化
物
に
つ
い
て
は
、
一
年
当
た
り
の
自
動
車
の
予
測
来
場
台
数
に
、
自
動
車
一
台
当
た
り
の
窒
素
酸
化
物
重
点
対
策
地
区
内
の
走
行
距
離
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
表
し
た
走
行
距
離
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
自
動
車
の
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
走
行
に
伴
い
排
出
さ
れ
る
グ
ラ
ム
で
表
し
た
平
均
的
な
窒
素
酸
化
物
の
量
を
乗
じ
て
得
た
数
を
乗
じ
る
こ
と
に
よ
り
算
定
す
る
こ
と
。

二
　
自
動
車
排
出
粒
子
状
物
質
に
つ
い
て
は
、
一
年
当
た
り
の
自
動
車
の
予
測
来
場
台
数
に
、
自
動
車
一
台
当
た
り
の
粒
子
状
物
質
重
点
対
策
地
区
内
の
走
行
距
離
に
自
動
車
の
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
走
行
に
伴
い
排
出
さ
れ

る
グ
ラ
ム
で
表
し
た
平
均
的
な
粒
子
状
物
質
の
量
を
乗
じ
て
得
た
数
を
乗
じ
る
こ
と
に
よ
り
算
定
す
る
こ
と
。

４
　
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
様
式
第
一
の
届
出
書
に
よ
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
定
建
物
の
新
設
に
関
す
る
届
出
の
添
付
書
類
）

第
六
条
　
法
第
二
十
条
第
二
項
（
法
第
二
十
三
条
第
三
項
、
第
二
十
四
条
第
五
項
及
び
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
個
人
に
あ
っ
て
は
住
民
票
の
写
し
、
法
人
に
あ
っ
て
は
定
款
又
は
寄
附
行
為
及
び
登
記
事
項
証
明
書

二
　
特
定
建
物
の
位
置
及
び
当
該
特
定
建
物
内
の
特
定
部
分
の
配
置
を
示
す
図
面

三
　
必
要
な
駐
車
場
の
収
容
台
数
を
算
出
す
る
た
め
の
自
動
車
の
来
場
台
数
等
の
予
測
及
び
そ
の
算
出
根
拠

四
　
駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
形
式
又
は
自
動
車
の
方
向
別
の
来
場
台
数
の
予
測
等
駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置
を
設
定
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

五
　
自
動
車
を
駐
車
場
に
案
内
す
る
経
路
及
び
方
法

六
　
荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
物
品
の
搬
出
入
を
行
う
自
動
車
の
台
数
及
び
荷
さ
ば
き
を
行
う
時
間
帯

（
経
過
措
置
に
係
る
届
出
）

第
七
条
　
法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
様
式
第
二
の
届
出
書
に
よ
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
変
更
の
届
出
）

第
八
条
　
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
様
式
第
三
の
届
出
書
に
よ
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
条
　
法
第
二
十
三
条
第
二
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
一
時
的
な
変
更
又
は
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
特
定
建
物
の
新
設
を
す
る
日
の
繰
下
げ
を
行
う
も
の

二
　
都
道
府
県
知
事
が
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
有
し
な
い
旨
を
通
知
し
た
場
合
に
お
い
て
、
特
定
建
物
の
新
設
を
す
る
日
の
繰
上
げ
を
行
う
も
の

三
　
特
定
建
物
の
特
定
部
分
の
延
べ
面
積
の
合
計
を
減
少
さ
せ
る
も
の

２
　
法
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
様
式
第
四
の
届
出
書
に
よ
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
廃
止
の
届
出
）

第
十
条
　
法
第
二
十
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
様
式
第
五
の
届
出
書
に
よ
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
都
道
府
県
知
事
の
意
見
に
係
る
変
更
の
届
出
）

第
十
一
条
　
法
第
二
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
様
式
第
六
の
届
出
書
に
よ
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
都
道
府
県
知
事
の
勧
告
に
係
る
変
更
の
届
出
）

第
十
二
条
　
法
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
様
式
第
七
の
届
出
書
に
よ
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
承
継
の
届
出
）

第
十
三
条
　
法
第
二
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
様
式
第
八
の
届
出
書
に
よ
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
三
月
二
六
日
総
理
府
令
第
四
号
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
平
成
五
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
改
正
後
の
自
動
車
か
ら
排
出
さ
れ
る
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
特
定
地
域
に
お
け
る
総
量
の
削
減
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
府
令
」
と
い
う
。
）
第
四
条
の
規
定
は
、
初
度
登
録
日
（
自
動
車
が
初
め

て
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
登
録
フ
ァ
イ
ル
に
登
録
を
受
け
た
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
平
成
五
年
十
一
月
三
十
日
以
前
で
あ
る
自
動
車
（
車
両
総
重
量
が
三
・

五
ト
ン
を
超
え
五
ト
ン
以
下
の
も
の
（
次
項
に
お
い
て
「
特
例
自
動
車
」
と
い
う
。
）
及
び
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
道
路
運
送
車
両
法
の
規
定

に
よ
り
そ
の
自
動
車
に
係
る
特
定
期
日
（
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
自
動
車
の
種
別
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
初
度
登
録
日
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
期
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
以
降
の
日
が
初
め
て
有

効
期
間
の
満
了
日
と
し
て
記
入
さ
れ
た
自
動
車
検
査
証
が
交
付
又
は
返
付
さ
れ
た
後
初
め
て
そ
の
自
動
車
に
係
る
同
法
の
規
定
に
よ
る
新
規
検
査
、
継
続
検
査
、
臨
時
検
査
（
特
定
期
日
の
翌
日
以
降
に
受
け
る
も
の
に
限
る
。
）
、
構

造
等
変
更
検
査
又
は
予
備
検
査
を
受
け
る
日
の
前
日
ま
で
は
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
初
度
登
録
日
が
平
成
五
年
十
一
月
三
十
日
以
前
で
あ
る
自
動
車
で
あ
っ
て
、
特
定
期
日
に
お
い
て
有
効
な
自
動
車
検
査
証
の
交
付
を
受
け
て
い

な
い
も
の
（
特
定
期
日
以
降
の
日
が
有
効
期
間
の
満
了
日
と
し
て
記
入
さ
れ
た
自
動
車
検
査
証
の
交
付
又
は
返
付
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
特
定
期
日
の
翌
日
か
ら
新
府
令
第
四
条
の
規
定
を
適
用
す

る
。

自
動
車
の
種
別

初
度
登
録
日

期
日

一
　
令
第
四
条
第
一
号
の
普
通
貨
物
自
動
車

昭
和
五
十
九
年
十
一
月
三
十
日
以
前

平
成
六
年
十
一
月
三
十
日

昭
和
五
十
九
年
十
二
月
一
日
以
降
、
昭
和
六
十
一
年
十
二
月
一
日
以
前
平
成
七
年
十
一
月
三
十
日

昭
和
六
十
一
年
十
二
月
二
日
以
降

初
度
登
録
日
か
ら
起
算
し
て
九
年
間
の
末
日
に
当
た
る
日

二
　
令
第
四
条
第
二
号
の
小
型
貨
物
自
動
車

昭
和
六
十
年
十
一
月
三
十
日
以
前

平
成
六
年
十
一
月
三
十
日

昭
和
六
十
年
十
二
月
一
日
以
降
、
昭
和
六
十
二
年
十
二
月
一
日
以
前

平
成
七
年
十
一
月
三
十
日

昭
和
六
十
二
年
十
二
月
二
日
以
降

初
度
登
録
日
か
ら
起
算
し
て
八
年
間
の
末
日
に
当
た
る
日

三
　
令
第
四
条
第
三
号
の
大
型
バ
ス

昭
和
五
十
六
年
十
一
月
三
十
日
以
前

平
成
六
年
十
一
月
三
十
日

昭
和
五
十
六
年
十
二
月
一
日
以
降
、
昭
和
五
十
八
年
十
二
月
一
日
以
前
平
成
七
年
十
一
月
三
十
日

昭
和
五
十
八
年
十
二
月
二
日
以
降

初
度
登
録
日
か
ら
起
算
し
て
十
二
年
間
の
末
日
に
当
た
る
日

四
　
令
第
四
条
第
四
号
の
マ
イ
ク
ロ
バ
ス
及
び
同
条
第
五
号
の
特
種
自
動
車
昭
和
五
十
八
年
十
一
月
三
十
日
以
前

平
成
六
年
十
一
月
三
十
日
（
平
成
五
年
十
一
月
三
十
日
に
お
け
る
自
動
車
検
査
証
の

有
効
期
間
の
残
余
期
間
が
一
年
を
超
え
る
自
動
車
に
あ
っ
て
は
、
平
成
七
年
十
一
月

三
十
日
）

昭
和
五
十
八
年
十
二
月
一
日
以
降
、
昭
和
六
十
年
十
二
月
一
日
以
前

平
成
七
年
十
一
月
三
十
日

昭
和
六
十
年
十
二
月
二
日
以
降

初
度
登
録
日
か
ら
起
算
し
て
十
年
間
の
末
日
に
当
た
る
日

３
　
新
府
令
第
四
条
の
規
定
は
、
初
度
登
録
日
が
平
成
八
年
三
月
三
十
一
日
以
前
で
あ
る
特
例
自
動
車
（
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
道
路
運
送
車
両

法
の
規
定
に
よ
り
そ
の
自
動
車
に
係
る
特
例
期
日
（
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
自
動
車
の
種
別
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
初
度
登
録
日
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
期
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
以
降
の
日
が

初
め
て
有
効
期
間
の
満
了
日
と
し
て
記
入
さ
れ
た
自
動
車
検
査
証
が
交
付
又
は
返
付
さ
れ
た
後
初
め
て
そ
の
自
動
車
に
係
る
同
法
の
規
定
に
よ
る
新
規
検
査
、
継
続
検
査
、
臨
時
検
査
（
特
例
期
日
の
翌
日
以
降
に
受
け
る
も
の
に
限

る
。
）
、
構
造
等
変
更
検
査
又
は
予
備
検
査
を
受
け
る
日
の
前
日
ま
で
は
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
初
度
登
録
日
が
平
成
八
年
三
月
三
十
一
日
以
前
で
あ
る
特
例
自
動
車
で
あ
っ
て
、
特
例
期
日
に
お
い
て
有
効
な
自
動
車
検
査
証
の
交

付
を
受
け
て
い
な
い
も
の
（
特
例
期
日
以
降
の
日
が
有
効
期
間
の
満
了
日
と
し
て
記
入
さ
れ
た
自
動
車
検
査
証
の
交
付
又
は
返
付
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
特
例
期
日
の
翌
日
か
ら
新
府
令
第
四
条
の
規

定
を
適
用
す
る
。

自
動
車
の
種
別

初
度
登
録
日

期
日

一
　
令
第
四
条
第
一
号
の
普
通
貨
物
自
動
車

昭
和
六
十
二
年
三
月
三
十
一
日
以
前

平
成
八
年
三
月
三
十
一
日

昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
以
降
、
昭
和
六
十
三
年
四
月
一
日
以
前
平
成
九
年
三
月
三
十
一
日

昭
和
六
十
三
年
四
月
二
日
以
降

初
度
登
録
日
か
ら
起
算
し
て
九
年
間
の
末
日
に
当
た
る
日

二
　
令
第
四
条
第
二
号
の
小
型
貨
物
自
動
車

昭
和
六
十
三
年
三
月
三
十
一
日
以
前

平
成
八
年
三
月
三
十
一
日

昭
和
六
十
三
年
四
月
一
日
以
降
、
平
成
元
年
四
月
一
日
以
前

平
成
九
年
三
月
三
十
一
日
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平
成
元
年
四
月
二
日
以
降

初
度
登
録
日
か
ら
起
算
し
て
八
年
間
の
末
日
に
当
た
る
日

三
　
令
第
四
条
第
三
号
の
大
型
バ
ス

昭
和
五
十
九
年
三
月
三
十
一
日
以
前

平
成
八
年
三
月
三
十
一
日

昭
和
五
十
九
年
四
月
一
日
以
降
、
昭
和
六
十
年
四
月
一
日
以
前

平
成
九
年
三
月
三
十
一
日

昭
和
六
十
年
四
月
二
日
以
降

初
度
登
録
日
か
ら
起
算
し
て
十
二
年
間
の
末
日
に
当
た
る

日

四
　
令
第
四
条
第
四
号
の
マ
イ
ク
ロ
バ
ス
及
び
同
条
第
五
号
の
特
種
自
動
車
（
五
の
項
に
該
当
す
る
も
の
を

除
く
。
）

昭
和
六
十
一
年
三
月
三
十
一
日
以
前

平
成
八
年
三
月
三
十
一
日

昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
以
降
、
昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
以
前
平
成
九
年
三
月
三
十
一
日

昭
和
六
十
二
年
四
月
二
日
以
降

初
度
登
録
日
か
ら
起
算
し
て
十
年
間
の
末
日
に
当
た
る
日

五
　
道
路
運
送
車
両
法
第
六
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
検
査
証
の
有
効
期
間
が
二
年
と
さ
れ
て

い
る
特
種
自
動
車

昭
和
六
十
一
年
三
月
三
十
一
日
以
前

平
成
八
年
三
月
三
十
一
日

昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
以
降

初
度
登
録
日
か
ら
起
算
し
て
十
年
間
の
末
日
に
当
た
る
日

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
一
一
月
二
四
日
総
理
府
令
第
六
九
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
一
日
総
理
府
令
第
五
八
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
八
月
一
四
日
総
理
府
令
第
九
四
号
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
府
令
の
施
行
の
日
の
前
日
に
お
い
て
従
前
の
環
境
庁
の
臨
時
水
俣
病
認
定
審
査
会
の
委
員
で
あ
る
者
の
任
期
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
臨
時
水
俣
病
認
定
審
査
会
の
組
織
等
に
関
す
る
総
理
府
令
第
二
条
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
日
に
満
了
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
一
二
月
一
四
日
環
境
省
令
第
四
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
十
二
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
三
月
一
日
環
境
省
令
第
三
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
自
動
車
か
ら
排
出
さ
れ
る
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
特
定
地
域
に
お
け
る
総
量
の
削
減
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
は
、

初
度
登
録
日
（
自
動
車
が
初
め
て
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
登
録
フ
ァ
イ
ル
に
登
録
を
受
け
た
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
平
成
十
四
年
九
月
三
十
日
以
前
で
あ
る

自
動
車
（
乗
用
自
動
車
（
自
動
車
か
ら
排
出
さ
れ
る
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
特
定
地
域
に
お
け
る
総
量
の
削
減
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
五
号
に
規
定
す
る
乗
用
自
動
車
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
特
種
自
動
車
（
令
第
四
条
第
六
号
に
規
定
す
る
特
種
自
動
車
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
人
の
運
送
の
用
に
供
す
る
乗
車
定
員
十
一
人
未
満
の
も
の
及
び
令
別
表
第
二
の
五
の
項
に
該
当
す
る
も
の
で
あ

っ
て
自
動
車
か
ら
排
出
さ
れ
る
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
特
定
地
域
に
お
け
る
総
量
の
削
減
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
道
路
運
送
車
両
法
の
規
定
に
よ
り
そ
の
自
動
車
に
係
る
特
定
期
日
（
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
自
動
車
の
種
別
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
初
度
登
録
日
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
定

め
る
期
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
降
の
日
が
初
め
て
有
効
期
間
の
満
了
日
と
し
て
記
入
さ
れ
た
自
動
車
検
査
証
が
交
付
又
は
返
付
さ
れ
た
後
初
め
て
そ
の
自
動
車
に
係
る
同
法
の
規
定
に
よ
る
新
規
検
査
、
継
続

検
査
、
臨
時
検
査
（
特
定
期
日
の
翌
日
以
降
に
受
け
る
も
の
に
限
る
。
）
、
構
造
等
変
更
検
査
又
は
予
備
検
査
を
受
け
る
日
の
前
日
ま
で
は
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
初
度
登
録
日
が
平
成
十
四
年
九
月
三
十
日
以
前
で
あ
る
自
動
車
で

あ
っ
て
、
特
定
期
日
に
お
い
て
有
効
な
自
動
車
検
査
証
の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
も
の
（
特
定
期
日
以
降
の
日
が
有
効
期
間
の
満
了
日
と
し
て
記
入
さ
れ
た
自
動
車
検
査
証
の
交
付
又
は
返
付
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
も
の
を
除
く
。
）

に
つ
い
て
は
、
特
定
期
日
の
翌
日
か
ら
新
規
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

自
動
車
の
種
別

初
度
登
録
日

期
日

一
　
普
通
貨
物
自
動
車
（
令
第
四
条
第
一
号
に
規
定
す
る
普
通
貨
物
自
動
車
を
い
う
。
附
則
第
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

平
成
元
年
九
月
三
十
日
以
前

平
成
十
五
年
九
月
三
十
日

平
成
元
年
十
月
一
日
以
降
、
平
成
五
年
九

月
三
十
日
以
前

平
成
十
六
年
九
月
三
十
日

平
成
五
年
十
月
一
日
以
降
、
平
成
八
年
九

月
三
十
日
以
前

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
八
年
十
月
一
日
以
降

初
度
登
録
日
か
ら
起
算
し
て
九
年
間
の
末
日

に
当
た
る
日

二
　
小
型
貨
物
自
動
車
（
令
第
四
条
第
二
号
に
規
定
す
る
小
型
貨
物
自
動
車
を
い
う
。
附
則
第
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

平
成
二
年
九
月
三
十
日
以
前

平
成
十
五
年
九
月
三
十
日
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平
成
二
年
十
月
一
日
以
降
、
平
成
六
年
九

月
三
十
日
以
前

平
成
十
六
年
九
月
三
十
日

平
成
六
年
十
月
一
日
以
降
、
平
成
九
年
九

月
三
十
日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
九
年
十
月
一
日
以
降

初
度
登
録
日
か
ら
起
算
し
て
八
年
間
の
末
日

に
当
た
る
日

三
　
大
型
バ
ス
（
令
第
四
条
第
三
号
に
規
定
す
る
大
型
バ
ス
を
い
う
。
附
則
第
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

昭
和
六
十
一
年
九
月
三
十
日
以
前

平
成
十
五
年
九
月
三
十
日

昭
和
六
十
一
年
十
月
一
日
以
降
、
平
成
二

年
九
月
三
十
日
以
前

平
成
十
六
年
九
月
三
十
日

平
成
二
年
十
月
一
日
以
降
、
平
成
五
年
九

月
三
十
日
以
前

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
五
年
十
月
一
日
以
降

初
度
登
録
日
か
ら
起
算
し
て
十
二
年
間
の
末

日
に
当
た
る
日

四
　
マ
イ
ク
ロ
バ
ス
（
令
第
四
条
第
四
号
に
規
定
す
る
マ
イ
ク
ロ
バ
ス
を
い
う
。
附
則
第
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
特
種
自
動
車
（
人
の
運
送

の
用
に
供
す
る
乗
車
定
員
十
一
人
未
満
の
も
の
及
び
令
別
表
第
二
の
五
の
項
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
っ
て
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を

受
け
る
も
の
を
除
く
。
）

昭
和
六
十
三
年
九
月
三
十
日
以
前

平
成
十
五
年
九
月
三
十
日
（
平
成
十
四
年
九

月
三
十
日
に
お
け
る
自
動
車
検
査
証
の
有
効

期
間
の
残
余
期
間
が
一
年
を
超
え
る
自
動
車

に
あ
っ
て
は
、
平
成
十
六
年
九
月
三
十
日
）

昭
和
六
十
三
年
十
月
一
日
以
降
、
平
成
四

年
九
月
三
十
日
以
前

平
成
十
六
年
九
月
三
十
日

平
成
四
年
十
月
一
日
以
降
、
平
成
七
年
九

月
三
十
日
以
前

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
七
年
十
月
一
日
以
降

初
度
登
録
日
か
ら
起
算
し
て
十
年
間
の
末
日

に
当
た
る
日

第
三
条
　
初
度
登
録
日
が
昭
和
六
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
四
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
で
あ
る
特
種
自
動
車
の
う
ち
人
の
運
送
の
用
に
供
す
る
乗
車
定
員
十
一
人
未
満
の
も
の
（
附
則
第
五
条
に
該
当
す
る
も
の
及
び
令
別
表
第
二

の
五
の
項
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
特
定
期
日
（
令
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
期
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平

成
十
六
年
九
月
三
十
日
と
し
、
初
度
登
録
日
が
平
成
四
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
七
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
で
あ
る
特
種
自
動
車
の
う
ち
人
の
運
送
の
用
に
供
す
る
乗
車
定
員
十
一
人
未
満
の
も
の
に
係
る
特
定
期
日
は
、
同
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
十
七
年
九
月
三
十
日
と
す
る
。

第
四
条
　
令
別
表
第
二
の
五
の
項
に
該
当
す
る
特
種
自
動
車
（
附
則
第
二
条
及
び
次
条
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
特
定
期
日
は
、
令
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
種
自
動
車
の
種
別
ご
と
に
環
境
大
臣
が
定
め

る
日
と
す
る
。

第
五
条
　
新
規
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
は
、
初
度
登
録
日
が
平
成
十
四
年
九
月
三
十
日
以
前
で
あ
る
乗
用
自
動
車
及
び
特
種
自
動
車
の
う
ち
人
の
運
送
の
用
に
供
す
る
乗
車
定
員
十
一
人
未
満
の
も
の
（
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定

の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
道
路
運
送
車
両
法
の
規
定
に
よ
り
そ
の
自
動
車
に
係
る
特
定
期
日
（
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
自
動
車
の
種
別
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に

掲
げ
る
初
度
登
録
日
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
期
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
降
の
日
が
初
め
て
有
効
期
間
の
満
了
日
と
し
て
記
入
さ
れ
た
自
動
車
検
査
証
が
交
付
又
は
返
付
さ
れ
た
後
初
め
て
そ
の
自
動

車
に
係
る
同
法
の
規
定
に
よ
る
新
規
検
査
、
継
続
検
査
、
臨
時
検
査
（
特
定
期
日
の
翌
日
以
降
に
受
け
る
も
の
に
限
る
。
）
、
構
造
等
変
更
検
査
又
は
予
備
検
査
を
受
け
る
日
の
前
日
ま
で
は
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
初
度
登
録
日
が

平
成
十
四
年
九
月
三
十
日
以
前
で
あ
る
乗
用
自
動
車
及
び
特
種
自
動
車
の
う
ち
人
の
運
送
の
用
に
供
す
る
乗
車
定
員
十
一
人
未
満
の
も
の
で
あ
っ
て
、
特
定
期
日
に
お
い
て
有
効
な
自
動
車
検
査
証
の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
も
の
（
特

定
期
日
以
降
の
日
が
有
効
期
間
の
満
了
日
と
し
て
記
入
さ
れ
た
自
動
車
検
査
証
の
交
付
又
は
返
付
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
特
定
期
日
の
翌
日
か
ら
新
規
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

自
動
車
の
種
別

初
度
登
録
日

期
日

一
　
乗
用
自
動
車
（
二
の
項
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

平
成
元
年
九
月
三
十
日
以
前

平
成
十
五
年
九
月
三
十
日

平
成
元
年
十
月
一
日
以
降
、
平
成
五
年
九
月
三
十
日

以
前

平
成
十
六
年
九
月
三
十
日

平
成
五
年
十
月
一
日
以
降
、
平
成
八
年
九
月
三
十
日

以
前

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
八
年
十
月
一
日
以
降

初
度
登
録
日
か
ら
起
算
し
て
九
年
間
の
末
日
に
当
た
る
日

二
　
二
年
車
検
乗
用
自
動
車
（
道
路
運
送
車
両
法
第
六
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
検
査
証
の
有
効
期
間

が
二
年
と
さ
れ
て
い
る
乗
用
自
動
車
を
い
う
。
附
則
第
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

平
成
七
年
九
月
三
十
日
以
前

平
成
十
六
年
九
月
三
十
日

平
成
七
年
十
月
一
日
以
降

初
度
登
録
日
か
ら
起
算
し
て
九
年
間
の
末
日
に
当
た
る
日
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三
　
特
種
自
動
車
の
う
ち
人
の
運
送
の
用
に
供
す
る
乗
車
定
員
十
一
人
未
満
の
も
の

昭
和
六
十
三
年
九
月
三
十
日
以
前

平
成
十
五
年
九
月
三
十
日
（
平
成
十
四
年
九
月
三
十
日
に
お
け
る

自
動
車
検
査
証
の
有
効
期
間
の
残
余
期
間
が
一
年
を
超
え
る
自
動

車
に
あ
っ
て
は
、
平
成
十
六
年
九
月
三
十
日
）

昭
和
六
十
三
年
十
月
一
日
以
降
、
平
成
四
年
九
月
三

十
日
以
前

平
成
十
六
年
九
月
三
十
日

平
成
四
年
十
月
一
日
以
降
、
平
成
七
年
九
月
三
十
日

以
前

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
七
年
十
月
一
日
以
降

初
度
登
録
日
か
ら
起
算
し
て
十
年
間
の
末
日
に
当
た
る
日

第
六
条
　
令
別
表
第
二
の
五
の
項
に
該
当
す
る
特
種
自
動
車
（
次
条
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
特
定
期
日
（
令
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
期
日
を
い
う
。
）
は
、
同
項
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
特
種
自
動
車
の
種
別
ご
と
に
環
境
大
臣
が
定
め
る
日
と
す
る
。

第
七
条
　
新
規
則
第
四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
初
度
登
録
日
が
平
成
十
四
年
九
月
三
十
日
以
前
で
あ
る
自
動
車
（
法
第
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
道
路
運
送
車
両
法
の
規
定
に
よ
り
そ
の
自
動
車
に
係
る
特
定
期
日
（
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
自
動
車
の
種
別
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
初
度
登
録
日
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
定
め
る

期
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
降
の
日
が
初
め
て
有
効
期
間
の
満
了
日
と
し
て
記
入
さ
れ
た
自
動
車
検
査
証
が
交
付
又
は
返
付
さ
れ
た
後
初
め
て
そ
の
自
動
車
に
係
る
同
法
の
規
定
に
よ
る
新
規
検
査
、
継
続
検

査
、
臨
時
検
査
（
特
定
期
日
の
翌
日
以
降
に
受
け
る
も
の
に
限
る
。
）
、
構
造
等
変
更
検
査
又
は
予
備
検
査
を
受
け
る
日
の
前
日
ま
で
は
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
初
度
登
録
日
が
平
成
十
四
年
九
月
三
十
日
以
前
で
あ
る
自
動
車
で
あ

っ
て
、
特
定
期
日
に
お
い
て
有
効
な
自
動
車
検
査
証
の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
も
の
（
特
定
期
日
以
降
の
日
が
有
効
期
間
の
満
了
日
と
し
て
記
入
さ
れ
た
自
動
車
検
査
証
の
交
付
又
は
返
付
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
に

つ
い
て
は
、
特
定
期
日
の
翌
日
か
ら
新
規
則
第
四
条
第
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

自
動
車
の
種
別

初
度
登
録
日

期
日

一
　
普
通
貨
物
自
動
車
及
び
乗
用
自
動
車
（
二
の
項
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く

。
）

平
成
元
年
九
月
三
十
日
以
前

平
成
十
五
年
九
月
三
十
日

平
成
元
年
十
月
一
日
以
降
、
平
成
五
年
九
月
三
十
日
以
前

平
成
十
六
年
九
月
三
十
日

平
成
五
年
十
月
一
日
以
降
、
平
成
八
年
九
月
三
十
日
以
前

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
八
年
十
月
一
日
以
降

初
度
登
録
日
か
ら
起
算
し
て
九
年
間
の
末
日
に
当
た
る
日

二
　
二
年
車
検
乗
用
自
動
車

平
成
七
年
九
月
三
十
日
以
前

平
成
十
六
年
九
月
三
十
日

平
成
七
年
十
月
一
日
以
降

初
度
登
録
日
か
ら
起
算
し
て
九
年
間
の
末
日
に
当
た
る
日

三
　
小
型
貨
物
自
動
車

平
成
二
年
九
月
三
十
日
以
前

平
成
十
五
年
九
月
三
十
日

平
成
二
年
十
月
一
日
以
降
、
平
成
六
年
九
月
三
十
日
以
前

平
成
十
六
年
九
月
三
十
日

平
成
六
年
十
月
一
日
以
降
、
平
成
九
年
九
月
三
十
日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
九
年
十
月
一
日
以
降

初
度
登
録
日
か
ら
起
算
し
て
八
年
間
の
末
日
に
当
た
る
日

四
　
大
型
バ
ス

昭
和
六
十
一
年
九
月
三
十
日
以
前

平
成
十
五
年
九
月
三
十
日

昭
和
六
十
一
年
十
月
一
日
以
降
、
平
成
二
年
九
月
三
十
日
以
前
平
成
十
六
年
九
月
三
十
日

平
成
二
年
十
月
一
日
以
降
、
平
成
五
年
九
月
三
十
日
以
前

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
五
年
十
月
一
日
以
降

初
度
登
録
日
か
ら
起
算
し
て
十
二
年
間
の
末
日
に
当
た
る
日

五
　
マ
イ
ク
ロ
バ
ス
及
び
特
種
自
動
車

昭
和
六
十
三
年
九
月
三
十
日
以
前

平
成
十
五
年
九
月
三
十
日
（
平
成
十
四
年
九
月
三
十
日
に
お
け
る
自
動
車
検
査
証
の
有
効

期
間
の
残
余
期
間
が
一
年
を
超
え
る
自
動
車
に
あ
っ
て
は
、
平
成
十
六
年
九
月
三
十
日
）

昭
和
六
十
三
年
十
月
一
日
以
降
、
平
成
四
年
九
月
三
十
日
以
前
平
成
十
六
年
九
月
三
十
日

平
成
四
年
十
月
一
日
以
降
、
平
成
七
年
九
月
三
十
日
以
前

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
七
年
十
月
一
日
以
降

初
度
登
録
日
か
ら
起
算
し
て
十
年
間
の
末
日
に
当
た
る
日

第
八
条
　
自
動
車
か
ら
排
出
さ
れ
る
窒
素
酸
化
物
の
特
定
地
域
に
お
け
る
総
量
の
削
減
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第
四
百
六
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
令
別
表
第
一
に
掲
げ
る
区
域

内
に
使
用
の
本
拠
の
位
置
を
有
す
る
自
動
車
（
乗
用
自
動
車
及
び
特
種
自
動
車
の
う
ち
人
の
運
送
の
用
に
供
す
る
乗
車
定
員
十
一
人
未
満
の
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
法
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
に
関
す

る
基
準
及
び
そ
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
窒
素
酸
化
物
排
出
基
準
が
適
用
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
同
項
及
び
令
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
八
月
二
一
日
環
境
省
令
第
一
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
自
動
車
か
ら
排
出
さ
れ
る
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
特
定
地
域
に
お
け
る
総
量
の
削
減
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
年

一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
三
月
三
〇
日
環
境
省
令
第
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
八
日
環
境
省
令
第
三
一
号
）

（
施
行
期
日
）

6



１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
合
理
的
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
内
で
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

別
表
第
一
（
第
四
条
関
係
）

車
両
総
重
量
の
区
分

自
動
車
排
出
窒
素
酸
化
物
の
量
の
許
容
限
度

車
両
総
重
量
が
千
七
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の

ガ
ソ
リ
ン
又
は
液
化
石
油
ガ
ス
（
プ
ロ
パ
ン
・
ガ
ス
又

は
ブ
タ
ン
・
ガ
ス
を
主
成
分
と
す
る
液
化
ガ
ス
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
を
燃
料
と
す
る
自
動
車

テ
ン
・
モ
ー
ド
に
よ
る
測
定
又
は
十
・
十
五
モ
ー
ド
に
よ
る
測
定
で
、
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
走
行
当
た
り
〇
・
四
八
グ
ラ
ム

軽
油
を
燃
料
と
す
る
自
動
車

テ
ン
・
モ
ー
ド
に
よ
る
測
定
若
し
く
は
十
・
十
五
モ
ー
ド
に
よ
る
測
定
で
、
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
走
行
当
た
り
〇
・
四
八
グ
ラ

ム
又
は
デ
ィ
ー
ゼ
ル
自
動
車
用
シ
ッ
ク
ス
・
モ
ー
ド
に
よ
る
測
定
で
百
万
分
の
百

車
両
総
重
量
が
千
七
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
二
千
五

百
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の

ガ
ソ
リ
ン
又
は
液
化
石
油
ガ
ス
を
燃
料
と
す
る
自
動
車
テ
ン
・
モ
ー
ド
に
よ
る
測
定
又
は
十
・
十
五
モ
ー
ド
に
よ
る
測
定
で
、
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
走
行
当
た
り
〇
・
六
三
グ
ラ
ム

軽
油
を
燃
料
と
す
る
自
動
車

十
・
十
五
モ
ー
ド
に
よ
る
測
定
で
、
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
走
行
当
た
り
〇
・
六
三
グ
ラ
ム
又
は
デ
ィ
ー
ゼ
ル
自
動
車
用
シ
ッ
ク

ス
・
モ
ー
ド
に
よ
る
測
定
で
百
万
分
の
百
三
十

車
両
総
重
量
が
二
千
五
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
も

の

ガ
ソ
リ
ン
又
は
液
化
石
油
ガ
ス
を
燃
料
と
す
る
自
動
車
十
三
モ
ー
ド
に
よ
る
測
定
で
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
五
・
九
グ
ラ
ム
又
は
シ
ッ
ク
ス
・
モ
ー
ド
に
よ
る
測
定
で
百
万
分
の

五
百
八
十

軽
油
を
燃
料
と
す
る
自
動
車

デ
ィ
ー
ゼ
ル
自
動
車
用
十
三
モ
ー
ド
に
よ
る
測
定
で
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
五
・
九
グ
ラ
ム
又
は
デ
ィ
ー
ゼ
ル
自
動
車
用

シ
ッ
ク
ス
・
モ
ー
ド
に
よ
る
測
定
で
百
万
分
の
三
百
四
十

備
考
一
　
テ
ン
・
モ
ー
ド
に
よ
る
測
定
と
は
、
自
動
車
が
車
両
重
量
に
百
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
加
重
さ
れ
た
状
態
に
お
い
て
、
原
動
機
が
暖
機
状
態
と
な
っ
た
後
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
運
転
条
件
で
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
間
運

行
す
る
場
合
に
発
生
し
、
排
気
管
か
ら
大
気
中
に
排
出
さ
れ
る
排
出
物
に
含
ま
れ
る
自
動
車
排
出
ガ
ス
の
質
量
を
測
定
す
る
方
法
を
い
う
。

運
転
条
件

時
間
（
秒
）

原
動
機
を
無
負
荷
運
転
し
て
い
る
状
態

二
十

発
進
か
ら
速
度
二
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
に
至
る
加
速
走
行
状
態

七

速
度
二
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
に
お
け
る
定
速
走
行
状
態

十
五

速
度
二
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
か
ら
停
止
に
至
る
減
速
走
行
状
態

七

原
動
機
を
無
負
荷
運
転
し
て
い
る
状
態

十
六

発
進
か
ら
速
度
四
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
に
至
る
加
速
走
行
状
態

十
四

速
度
四
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
に
お
け
る
定
速
走
行
状
態

十
五

速
度
四
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
か
ら
速
度
二
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
に
至
る
減
速
走
行
状
態

十

速
度
二
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
に
お
け
る
定
速
走
行
状
態

二

速
度
二
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
か
ら
速
度
四
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
に
至
る
加
速
走
行
状
態

十
二

速
度
四
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
か
ら
停
止
に
至
る
減
速
走
行
状
態

十
七

二
　
十
・
十
五
モ
ー
ド
に
よ
る
測
定
と
は
、
自
動
車
が
車
両
重
量
に
百
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
加
重
さ
れ
た
状
態
に
お
い
て
、
原
動
機
が
暖
機
状
態
と
な
っ
た
後
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
運
転
条
件
で
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
間
運

行
す
る
場
合
に
発
生
し
、
排
気
管
か
ら
大
気
中
に
排
出
さ
れ
る
排
出
物
に
含
ま
れ
る
自
動
車
排
出
ガ
ス
の
質
量
を
測
定
す
る
方
法
を
い
う
。

運
転
条
件

時
間
（
秒
）

原
動
機
を
無
負
荷
運
転
し
て
い
る
状
態

四
十
四

発
進
か
ら
速
度
二
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
に
至
る
加
速
走
行
状
態

七

速
度
二
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
に
お
け
る
定
速
走
行
状
態

十
五

速
度
二
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
か
ら
停
止
に
至
る
減
速
走
行
状
態

七

原
動
機
を
無
負
荷
運
転
し
て
い
る
状
態

十
六

発
進
か
ら
速
度
四
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
に
至
る
加
速
走
行
状
態

十
四

速
度
四
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
に
お
け
る
定
速
走
行
状
態

十
五

速
度
四
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
か
ら
速
度
二
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
に
至
る
減
速
走
行
状
態

十

速
度
二
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
に
お
け
る
定
速
走
行
状
態

二
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速
度
二
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
か
ら
速
度
四
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
に
至
る
加
速
走
行
状
態

十
二

速
度
四
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
か
ら
停
止
に
至
る
減
速
走
行
状
態

十
七

原
動
機
を
無
負
荷
運
転
し
て
い
る
状
態

二
十

発
進
か
ら
速
度
二
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
に
至
る
加
速
走
行
状
態

七

速
度
二
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
に
お
け
る
定
速
走
行
状
態

十
五

速
度
二
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
か
ら
停
止
に
至
る
減
速
走
行
状
態

七

原
動
機
を
無
負
荷
運
転
し
て
い
る
状
態

十
六

発
進
か
ら
速
度
四
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
に
至
る
加
速
走
行
状
態

十
四

速
度
四
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
に
お
け
る
定
速
走
行
状
態

十
五

速
度
四
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
か
ら
速
度
二
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
に
至
る
減
速
走
行
状
態

十

速
度
二
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
に
お
け
る
定
速
走
行
状
態

二

速
度
二
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
か
ら
速
度
四
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
に
至
る
加
速
走
行
状
態

十
二

速
度
四
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
か
ら
停
止
に
至
る
減
速
走
行
状
態

十
七

原
動
機
を
無
負
荷
運
転
し
て
い
る
状
態

二
十

発
進
か
ら
速
度
二
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
に
至
る
加
速
走
行
状
態

七

速
度
二
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
に
お
け
る
定
速
走
行
状
態

十
五

速
度
二
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
か
ら
停
止
に
至
る
減
速
走
行
状
態

七

原
動
機
を
無
負
荷
運
転
し
て
い
る
状
態

十
六

発
進
か
ら
速
度
四
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
に
至
る
加
速
走
行
状
態

十
四

速
度
四
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
に
お
け
る
定
速
走
行
状
態

十
五

速
度
四
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
か
ら
速
度
二
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
に
至
る
減
速
走
行
状
態

十

速
度
二
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
に
お
け
る
定
速
走
行
状
態

二

速
度
二
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
か
ら
速
度
四
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
に
至
る
加
速
走
行
状
態

十
二

速
度
四
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
か
ら
停
止
に
至
る
減
速
走
行
状
態

十
七

原
動
機
を
無
負
荷
運
転
し
て
い
る
状
態

六
十
五

発
進
か
ら
速
度
五
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
に
至
る
加
速
走
行
状
態

十
八

速
度
五
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
に
お
け
る
定
速
走
行
状
態

十
二

速
度
五
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
か
ら
速
度
四
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
に
至
る
減
速
走
行
状
態

四

速
度
四
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
に
お
け
る
定
速
走
行
状
態

四

速
度
四
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
か
ら
速
度
六
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
に
至
る
加
速
走
行
状
態

十
六

速
度
六
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
に
お
け
る
定
速
走
行
状
態

十

速
度
六
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
か
ら
速
度
七
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
に
至
る
加
速
走
行
状
態

十
一

速
度
七
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
に
お
け
る
定
速
走
行
状
態

十

速
度
七
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
か
ら
速
度
五
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
に
至
る
減
速
走
行
状
態

十

速
度
五
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
に
お
け
る
定
速
走
行
状
態

四

速
度
五
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
か
ら
速
度
七
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
に
至
る
加
速
走
行
状
態

二
十
二

速
度
七
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
に
お
け
る
定
速
走
行
状
態

五

速
度
七
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
か
ら
停
止
に
至
る
減
速
走
行
状
態

三
十

原
動
機
を
無
負
荷
運
転
し
て
い
る
状
態

十

三
　
デ
ィ
ー
ゼ
ル
自
動
車
用
シ
ッ
ク
ス
・
モ
ー
ド
に
よ
る
測
定
と
は
、
自
動
車
を
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
運
転
条
件
で
運
転
す
る
場
合
に
発
生
し
、
排
気
管
か
ら
大
気
中
に
排
出
さ
れ
る
排
出
物
に
含
ま
れ
る
自
動
車
排
出
ガ
ス
の

濃
度
を
体
積
比
で
表
し
た
値
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
係
数
を
乗
じ
て
得
た
値
を
加
算
し
て
自
動
車
排
出
ガ
ス
の
濃
度
を
測
定
す
る
方
法
を
い
う
。

運
転
条
件

係
数

原
動
機
を
無
負
荷
運
転
し
て
い
る
状
態

〇
・
三
五
五

原
動
機
を
最
高
出
力
時
の
回
転
数
の
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
回
転
数
で
全
負
荷
運
転
し
て
い
る
状
態

〇
・
〇
七
一

8



原
動
機
を
最
高
出
力
時
の
回
転
数
の
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
回
転
数
で
そ
の
負
荷
を
全
負
荷
の
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
し
て
運
転
し
て
い
る
状
態

〇
・
〇
五
九

原
動
機
を
最
高
出
力
時
の
回
転
数
の
六
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
回
転
数
で
全
負
荷
運
転
し
て
い
る
状
態

〇
・
一
〇
七

原
動
機
を
最
高
出
力
時
の
回
転
数
の
六
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
回
転
数
で
そ
の
負
荷
を
全
負
荷
の
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
し
て
運
転
し
て
い
る
状
態

〇
・
一
二
二

原
動
機
を
最
高
出
力
時
の
回
転
数
の
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
回
転
数
で
そ
の
負
荷
を
全
負
荷
の
七
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
し
て
運
転
し
て
い
る
状
態

〇
・
二
八
六

四
　
十
三
モ
ー
ド
に
よ
る
測
定
と
は
、
自
動
車
を
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
運
転
順
序
に
従
い
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
運
転
条
件
で
運
転
す
る
場
合
に
排
気
管
か
ら
排
出
さ
れ
る
排
出
物
に
含
ま
れ
る
自
動
車
排
出
ガ
ス
の
単
位
時

間
当
た
り
の
質
量
に
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
係
数
を
乗
じ
て
得
た
値
を
加
算
し
て
得
ら
れ
た
値
を
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
運
転
条
件
で
運
転
す
る
場
合
に
発
生
し
た
仕
事
率
に
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
係
数
を
乗
じ
て
得
た
値
を

そ
れ
ぞ
れ
加
算
し
て
得
ら
れ
た
値
で
除
す
る
こ
と
に
よ
り
単
位
時
間
及
び
単
位
仕
事
率
当
た
り
の
自
動
車
排
出
ガ
ス
の
質
量
を
測
定
す
る
方
法
を
い
う
。

運
転
順
序

運
転
条
件

係
数

一

原
動
機
を
無
負
荷
運
転
し
て
い
る
状
態

〇
・
一
五
七

二

原
動
機
を
最
高
出
力
時
の
回
転
数
の
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
回
転
数
で
そ
の
負
荷
を
全
負
荷
の
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
し
て
運
転
し
て
い
る
状
態

〇
・
〇
三
六

三

原
動
機
を
最
高
出
力
時
の
回
転
数
の
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
回
転
数
で
そ
の
負
荷
を
全
負
荷
の
六
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
し
て
運
転
し
て
い
る
状
態

〇
・
〇
三
九

四

原
動
機
を
無
負
荷
運
転
し
て
い
る
状
態

〇
・
一
五
七

五

原
動
機
を
最
高
出
力
時
の
回
転
数
の
六
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
回
転
数
で
そ
の
負
荷
を
全
負
荷
の
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
し
て
運
転
し
て
い
る
状
態

〇
・
〇
八
八

六

原
動
機
を
最
高
出
力
時
の
回
転
数
の
六
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
回
転
数
で
そ
の
負
荷
を
全
負
荷
の
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
し
て
運
転
し
て
い
る
状
態

〇
・
一
一
七

七

原
動
機
を
最
高
出
力
時
の
回
転
数
の
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
回
転
数
で
そ
の
負
荷
を
全
負
荷
の
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
し
て
運
転
し
て
い
る
状
態

〇
・
〇
五
八

八

原
動
機
を
最
高
出
力
時
の
回
転
数
の
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
回
転
数
で
そ
の
負
荷
を
全
負
荷
の
六
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
し
て
運
転
し
て
い
る
状
態

〇
・
〇
二
八

九

原
動
機
を
最
高
出
力
時
の
回
転
数
の
六
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
回
転
数
で
そ
の
負
荷
を
全
負
荷
の
六
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
し
て
運
転
し
て
い
る
状
態

〇
・
〇
六
六

十

原
動
機
を
最
高
出
力
時
の
回
転
数
の
六
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
回
転
数
で
そ
の
負
荷
を
全
負
荷
の
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
し
て
運
転
し
て
い
る
状
態

〇
・
〇
三
四

十
一

原
動
機
を
最
高
出
力
時
の
回
転
数
の
六
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
回
転
数
で
そ
の
負
荷
を
全
負
荷
の
九
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
し
て
運
転
し
て
い
る
状
態

〇
・
〇
二
八

十
二

原
動
機
を
最
高
出
力
時
の
回
転
数
の
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
回
転
数
で
そ
の
負
荷
を
全
負
荷
の
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
し
て
運
転
し
て
い
る
状
態

〇
・
〇
九
六

十
三

原
動
機
を
最
高
出
力
時
の
回
転
数
の
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
回
転
数
で
そ
の
負
荷
を
全
負
荷
の
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
し
て
運
転
し
て
い
る
状
態
か
ら
気
化
器
の
絞
り
弁
を
全
閉
に
し
て
二
十
パ
ー
セ
ン

ト
の
回
転
数
に
減
速
運
転
し
て
い
る
状
態
（
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
原
動
機
を
最
高
出
力
時
の
回
転
数
の
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
回
転
数
か
ら
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
回
転
数
に
減
速
す
る
の
に
要
す

る
時
間
は
十
秒
間
と
す
る
。
）

〇
・
〇
九
六

五
　
シ
ッ
ク
ス
・
モ
ー
ド
に
よ
る
測
定
と
は
、
自
動
車
を
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
運
転
条
件
で
運
転
す
る
場
合
に
発
生
し
、
排
気
管
か
ら
大
気
中
に
排
出
さ
れ
る
排
出
物
に
含
ま
れ
る
自
動
車
排
出
ガ
ス
の
濃
度
を
体
積
比
で
表
し

た
値
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
係
数
を
乗
じ
て
得
た
値
を
加
算
し
て
自
動
車
排
出
ガ
ス
の
濃
度
を
測
定
す
る
方
法
を
い
う
。

運
転
条
件

係
数

原
動
機
を
無
負
荷
運
転
し
て
い
る
状
態

〇
・
一
二
五

原
動
機
を
二
千
回
転
の
回
転
数
で
運
転
し
て
い
る
状
態
（
こ
の
場
合
に
お
け
る
吸
気
マ
ニ
ホ
ー
ル
ド
の
ブ
ー
ス
ト
圧
（
大
気
圧
よ
り
も
小
さ
い
圧
力
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
大
気
圧
と
の
圧
力
差
を
い
う
。
以
下

こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
十
六
・
七
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
と
す
る
。
）

〇
・
一
一
四

原
動
機
を
三
千
回
転
の
回
転
数
で
運
転
し
て
い
る
状
態
（
こ
の
場
合
に
お
け
る
吸
気
マ
ニ
ホ
ー
ル
ド
の
ブ
ー
ス
ト
圧
は
、
十
六
・
七
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
と
す
る
。
）

〇
・
二
七
七

原
動
機
を
三
千
回
転
の
回
転
数
で
運
転
し
て
い
る
状
態
（
こ
の
場
合
に
お
け
る
吸
気
マ
ニ
ホ
ー
ル
ド
の
ブ
ー
ス
ト
圧
は
、
二
十
六
・
七
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
と
す
る
。
）

〇
・
二
五
四

原
動
機
を
二
千
回
転
の
回
転
数
で
運
転
し
て
い
る
状
態
（
こ
の
場
合
に
お
け
る
吸
気
マ
ニ
ホ
ー
ル
ド
の
ブ
ー
ス
ト
圧
は
、
五
十
六
・
〇
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
と
す
る
。
）

〇
・
一
三
九

原
動
機
を
二
千
回
転
の
回
転
数
で
運
転
し
て
い
る
状
態
（
こ
の
場
合
に
お
け
る
吸
気
マ
ニ
ホ
ー
ル
ド
の
ブ
ー
ス
ト
圧
は
、
五
十
六
・
〇
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
と
す
る
。
）
か
ら
気
化
器
の
絞
り
弁
を
全
閉
に
し
て
千
回
転

の
回
転
数
に
減
速
運
転
し
て
い
る
状
態
（
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
原
動
機
の
回
転
数
を
二
千
回
転
か
ら
千
回
転
に
減
速
す
る
に
要
す
る
時
間
は
十
秒
間
と
す
る
。
）

〇
・
〇
九
一

六
　
デ
ィ
ー
ゼ
ル
自
動
車
用
十
三
モ
ー
ド
に
よ
る
測
定
と
は
、
自
動
車
を
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
運
転
順
序
に
従
い
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
運
転
条
件
で
運
転
す
る
場
合
に
排
気
管
か
ら
排
出
さ
れ
る
排
出
物
に
含
ま
れ
る
自
動

車
排
出
ガ
ス
の
単
位
時
間
当
た
り
の
質
量
に
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
係
数
を
乗
じ
て
得
た
値
を
加
算
し
て
得
ら
れ
た
値
を
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
運
転
条
件
で
運
転
す
る
場
合
に
発
生
し
た
仕
事
率
に
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
係

数
を
乗
じ
て
得
た
値
を
そ
れ
ぞ
れ
加
算
し
て
得
ら
れ
た
値
で
除
す
る
こ
と
に
よ
り
単
位
時
間
及
び
単
位
仕
事
率
当
た
り
の
自
動
車
排
出
ガ
ス
の
質
量
を
測
定
す
る
方
法
を
い
う
。

運
転
順
序

運
転
条
件

係
数

一

原
動
機
を
無
負
荷
運
転
し
て
い
る
状
態

〇
・
二
〇
五

二

原
動
機
を
最
高
出
力
時
の
回
転
数
の
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
回
転
数
で
そ
の
負
荷
を
全
負
荷
の
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
し
て
運
転
し
て
い
る
状
態

〇
・
〇
三
七

三

原
動
機
を
最
高
出
力
時
の
回
転
数
の
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
回
転
数
で
そ
の
負
荷
を
全
負
荷
の
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
し
て
運
転
し
て
い
る
状
態

〇
・
〇
二
七

四

原
動
機
を
無
負
荷
運
転
し
て
い
る
状
態

〇
・
二
〇
五

五

原
動
機
を
最
高
出
力
時
の
回
転
数
の
六
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
回
転
数
で
そ
の
負
荷
を
全
負
荷
の
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
し
て
運
転
し
て
い
る
状
態

〇
・
〇
二
九

六

原
動
機
を
最
高
出
力
時
の
回
転
数
の
六
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
回
転
数
で
そ
の
負
荷
を
全
負
荷
の
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
し
て
運
転
し
て
い
る
状
態

〇
・
〇
六
四
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七

原
動
機
を
最
高
出
力
時
の
回
転
数
の
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
回
転
数
で
そ
の
負
荷
を
全
負
荷
の
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
し
て
運
転
し
て
い
る
状
態

〇
・
〇
四
一

八

原
動
機
を
最
高
出
力
時
の
回
転
数
の
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
回
転
数
で
そ
の
負
荷
を
全
負
荷
の
六
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
し
て
運
転
し
て
い
る
状
態

〇
・
〇
三
二

九

原
動
機
を
最
高
出
力
時
の
回
転
数
の
六
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
回
転
数
で
そ
の
負
荷
を
全
負
荷
の
六
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
し
て
運
転
し
て
い
る
状
態

〇
・
〇
七
七

十

原
動
機
を
最
高
出
力
時
の
回
転
数
の
六
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
回
転
数
で
そ
の
負
荷
を
全
負
荷
の
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
し
て
運
転
し
て
い
る
状
態

〇
・
〇
五
五

十
一

原
動
機
を
最
高
出
力
時
の
回
転
数
の
六
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
回
転
数
で
そ
の
負
荷
を
全
負
荷
の
九
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
し
て
運
転
し
て
い
る
状
態

〇
・
〇
四
九

十
二

原
動
機
を
最
高
出
力
時
の
回
転
数
の
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
回
転
数
で
そ
の
負
荷
を
全
負
荷
の
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
し
て
運
転
し
て
い
る
状
態

〇
・
〇
三
七

十
三

原
動
機
を
最
高
出
力
時
の
回
転
数
の
六
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
回
転
数
で
そ
の
負
荷
を
全
負
荷
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
し
て
運
転
し
て
い
る
状
態

〇
・
一
四
二

別
表
第
二
（
第
四
条
関
係
）

自
動
車
排
出
窒
素
酸
化
物
の
量
の
許
容
限
度

軽
油
を
燃
料
と
す
る
自
動
車
テ
ン
・
モ
ー
ド
に
よ
る
測
定
若
し
く
は
十
・
十
五
モ
ー
ド
に
よ
る
測
定
で
、
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
走
行
当
た
り
〇
・
四
八
グ
ラ
ム
又
は
デ
ィ
ー
ゼ
ル
自
動
車
用
シ
ッ
ク
ス
・
モ
ー
ド
に
よ
る
測
定
で
百
万
分
の
百

備
考
　
測
定
の
方
法
は
、
別
表
第
一
の
備
考
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

別
表
第
三
（
第
四
条
関
係
）

車
両
総
重
量
の
区
分

自
動
車
排
出
粒
子
状
物
質
の
量
の
許
容
限
度

車
両
総
重
量
が
千
七
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の

軽
油
を
燃
料
と
す
る
自
動
車

十
・
十
五
モ
ー
ド
に
よ
る
測
定
で
、
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
走
行
当
た
り
〇
・
〇
五
五
グ
ラ
ム

車
両
総
重
量
が
千
七
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
二
千
五
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の

軽
油
を
燃
料
と
す
る
自
動
車

十
・
十
五
モ
ー
ド
に
よ
る
測
定
で
、
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
走
行
当
た
り
〇
・
〇
六
グ
ラ
ム

車
両
総
重
量
が
二
千
五
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
三
千
五
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の

軽
油
を
燃
料
と
す
る
自
動
車

デ
ィ
ー
ゼ
ル
自
動
車
用
十
三
モ
ー
ド
に
よ
る
測
定
で
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
〇
・
一
七
五
グ
ラ
ム

車
両
総
重
量
が
三
千
五
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
も
の

軽
油
を
燃
料
と
す
る
自
動
車

デ
ィ
ー
ゼ
ル
自
動
車
用
十
三
モ
ー
ド
に
よ
る
測
定
で
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
〇
・
四
九
グ
ラ
ム

備
考
　
測
定
の
方
法
は
、
別
表
第
一
の
備
考
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

別
表
第
四
（
第
四
条
関
係
）

自
動
車
排
出
粒
子
状
物
質
の
量
の
許
容
限
度

軽
油
を
燃
料
と
す
る
自
動
車

十
・
十
五
モ
ー
ド
に
よ
る
測
定
で
、
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
走
行
当
た
り
〇
・
〇
五
五
グ
ラ
ム

備
考
　
測
定
の
方
法
は
、
別
表
第
一
の
備
考
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。
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様
式
第
一
（
第
五
条
第
四
項
関
係
）

様式第一（第五条第四項関係）

特定建物届出書

年 月 日

都道府県知事 殿

住所

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に

関する特別措置法第20条第１項の規定により、下記のとおり届け出ます。

記

１．特定建物の名称及び所在地

２．特定建物において事業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表

者の氏名

３．特定建物の新設をする日

４．特定建物の用途

５．特定建物の特定部分の延べ面積の合計

６．特定建物の自動車の駐車のための施設の配置に関する事項

（１）駐車場の位置及び収容台数

（２）荷さばき施設の位置及び面積

７．特定建物の特定用途に係る事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の総量の予測

８．特定建物の特定用途に係る事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制の

ための配慮事項

備考

この用紙の大きさは日本産業規格A4とすること。
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様
式
第
二
（
第
七
条
関
係
）

様式第二（第七条関係）

特定建物を設置している者の変更事項届出書

年 月 日

都道府県知事 殿

住所

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に

関する特別措置法第21条第１項の規定により、下記のとおり届け出ます。

記

１．特定建物の名称及び所在地

２．変更しようとする事項

（変更前）

（変更後）

３．変更する年月日

４．以下に掲げるもののうち、上記２の変更に係るもの以外の事項

（１）特定建物において事業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代

表者の氏名

（２）特定建物の用途

（３）特定建物の特定部分の延べ面積の合計

（４）特定建物の自動車の駐車のための施設の配置に関する事項

①駐車場の位置及び収容台数

②荷さばき施設の位置及び面積

（５）特定建物の特定用途に係る事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の総量の予測

（６）特定建物の特定用途に係る事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制

のための配慮事項

備考

届出書の用紙の大きさは日本産業規格A4とすること。
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様
式
第
三
（
第
八
条
関
係
）

様式第三（第八条関係）

届出事項変更届出書

年 月 日

都道府県知事 殿

住所

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に

関する特別措置法第23条第１項の規定により、下記のとおり届け出ます。

記

１．特定建物の名称及び所在地

２．変更した事項

（変更前）

（変更後）

３．変更の年月日

４．変更する理由

備考

届出書の用紙の大きさは日本産業規格A4とすること。
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様
式
第
四
（
第
九
条
第
二
項
関
係
）

様式第四（第九条第二項関係）

届出事項変更届出書

年 月 日

都道府県知事 殿

住所

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に

関する特別措置法第23条第２項の規定により、下記のとおり届け出ます。

記

１．特定建物の名称及び所在地

２．変更しようとする事項

（変更前）

（変更後）

３．変更の年月日

４．変更する理由

備考

届出書の用紙の大きさは日本産業規格A4とすること。
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様
式
第
五
（
第
十
条
関
係
）

様式第五（第十条関係）

特定建物廃止届出書

年 月 日

都道府県知事 殿

住所

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に

関する特別措置法第23条第５項の規定により、下記のとおり届け出ます。

記

１．特定建物の名称及び所在地

２．特定建物の廃止前の用途

３．特定建物の廃止前の特定部分の延べ面積の合計

４．特定建物の特定部分の延べ面積の合計が都道府県の条例で定める規模未満となる日

５．変更する理由

備考

届出書の用紙の大きさは日本産業規格A4とすること。
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様
式
第
六
（
第
十
一
条
関
係
）

様式第六（第十一条関係）

届出事項変更届出書

年 月 日

都道府県知事 殿

住所

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に

関する特別措置法第24条第４項の規定により、下記のとおり届け出ます。

記

１．特定建物の名称及び所在地

２．変更しようとする事項

（変更前）

（変更後）

３．変更する理由

備考

届出書の用紙の大きさは日本産業規格A4とすること。
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様
式
第
七
（
第
十
二
条
関
係
）

様式第七（第十二条関係）

届出事項変更届出書

年 月 日

都道府県知事 殿

住所

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に

関する特別措置法第25条第４項の規定により、下記のとおり届け出ます。

記

１．特定建物の名称及び所在地

２．変更しようとする事項

（変更前）

（変更後

３．変更する理由

備考

届出書の用紙の大きさは日本産業規格A4とすること。
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様
式
第
八
（
第
十
三
条
関
係
）

様式第八（第十三条関係）

承継届出書

年 月 日

都道府県知事 殿

住所

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に

関する特別措置法第27条第３項の規定により、下記のとおり届け出ます。

記

１．特定建物の名称及び所在地

２．特定建物の譲渡、相続、合併又は分割があった年月日

３．特定建物の譲渡、相続、合併又は分割前に届出をした者の氏名又は名称及び住所

４．特定建物の譲渡、相続、合併又は分割の理由

５．特定建物内の譲渡、相続又は分割に係る特定部分の延べ面積

備考

（１）特定建物の譲渡、相続、合併又は分割の事実を証する書類を添付すること。

（２）届出書の用紙の大きさは日本産業規格A4とすること。
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